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衆
議
院
議
員
鈴
木
庸
介
君
提
出
国
立
大
学
附
属
小
学
校
の
入
学
試
験
に
お
け
る
抽
選
に
よ
る
選
考
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

憲
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
「
そ
の
能
力
に
応
じ
て
」
と
は
、
能
力
以
外
の
人
種
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
経
済
的
地
位

等
に
よ
っ
て
、
教
育
上
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
抽
選
に
よ
る
選
抜
方
法
を
採
用
し
た

か
ら
と
い
っ
て
、
能
力
以
外
の
事
由
に
よ
り
差
別
的
取
扱
い
を
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
お
お
む
ね
小
学

校
就
学
前
ま
で
の
幼
児
期
の
教
育
の
振
興
に
つ
い
て
の
努
力
義
務
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

児
童
に
特
定
の
小
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、

国
立
大
学
又
は
国
立
大
学
の
学
部
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
学
校
（
以
下
「
附
属
学
校
」
と
い
う
。
）
が
入
学
者
選
抜
に
お

い
て
抽
選
を
行
う
こ
と
は
、
同
条
の
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
附
属
学
校
は
、
通
常
の
学
校
と
し
て
の
教
育
を
行
う
ほ

か
、
「
「
国
立
大
学
附
属
学
校
の
新
た
な
活
用
方
策
等
に
関
す
る
検
討
と
り
ま
と
め
」
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
三
月

二
十
六
日
付
け
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
大
学
振
興
課
長
事
務
連
絡
）
の
別
添
「
国
立
大
学
附
属
学
校
の
新
た
な
活
用
方
策

等
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
「
「
大
学
・
学
部
に
お
け
る
教
育
に
関
す
る
研
究
に
協
力
」
、
「
大
学
・

学
部
の
計
画
に
基
づ
く
教
育
実
習
の
実
施
」
、
「
（
新
た
な
活
用
方
策
と
し
て
の
）
先
導
的
・
実
験
的
な
取
組
」
」
と
さ
れ

て
お
り
、
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
抽
選
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
六
日
の
教
育
職
員
養
成
審
議
会

の
「
国
立
の
教
員
養
成
大
学
・
学
部
の
附
属
学
校
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
建
議
）
」
に
お
い
て
は
、
附
属
学
校
の
「
普
通
学

級
は
、
教
育
研
究
お
よ
び
教
育
実
習
の
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
、
教
育
上
特
別
の
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
児
童
・
生
徒
を

除
き
、
で
き
る
限
り
素
質
・
能
力
や
家
庭
環
境
等
が
多
様
な
児
童
・
生
徒
を
も
っ
て
編
制
す
る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
」

り
、
そ
の
「
入
学
者
選
抜
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
素
質
・
能
力
等
の
関
係
で
教
育
上
特
別
な
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
児

童
・
生
徒
を
除
く
た
め
の
テ
ス
ト
、
面
接
等
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
、
な
お
志
願
者
が
定
員
を
上
回
る
場
合
に
は
、
抽
せ
ん

に
よ
っ
て
合
否
を
決
定
す
る
」
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
九
日
の
国
立
教
員
養
成
大
学
・
学
部
、
大

学
院
、
附
属
学
校
の
改
革
に
関
す
る
有
識
者
会
議
報
告
書
「
教
員
需
要
の
減
少
期
に
お
け
る
教
員
養
成
・
研
修
機
能
の
強
化
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に
向
け
て
」
に
お
い
て
は
、
「
附
属
学
校
の
本
来
の
使
命
・
役
割
に
立
ち
返
り
、
多
様
な
入
学
者
選
考
の
方
法
を
実
施
す
べ

き
で
あ
る
。
選
考
に
あ
た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
学
力
テ
ス
ト
等
を
課
さ
ず
、
抽
選
と
教
育
実
習
の
実
施
校
か
つ
研
究
・
実
験

校
で
あ
る
こ
と
に
賛
同
す
る
保
護
者
の
事
前
同
意
の
組
み
合
わ
せ
の
み
で
選
考
す
る
方
法
や
、
学
力
テ
ス
ト
等
を
課
す
場
合

で
あ
っ
て
も
、
選
考
に
占
め
る
学
力
テ
ス
ト
等
の
割
合
を
下
げ
る
こ
と
な
ど
、
各
学
校
の
特
色
に
応
じ
つ
つ
、
多
様
性
の
確

保
に
配
慮
」
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
附
属
学
校
が
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
抽
選
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
附
属
学
校
の
役
割
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


